
押印不要及び電子メールでの請求書等の提出について 

 

三条地域水道用水供給企業団に提出いただく請求書等について、押印を不要とし、電子メール

により提出することができるようになりました。 

※これまでどおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。 

 

取扱いの内容について  

◯対象となるもの 

令和３年４月１日以降に発行される、請求書、見積書、領収書  

◯電子メールによる提出方法 

請求書等をＰＤＦ形式の添付ファイルにして電子メールで送信してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

三条地域水道用水供給企業団 庶務会計係 

〒955-0132 三条市長野字中土 1365 番地 

TEL 025６-４７-2201 FAX 0256-47-2110 

Mail(代表) sskigyo@crocus.ocn.ne.jp 



取扱いについてのQ＆A 

 

 

対象となるものについて 

Ｑ１ 電子メールで提出できるものは請求書だけですか。 

Ａ１ 令和３年４月１日以降に発行される請求書、見積書及び領収書（以下「請求書等という。」）が

対象になります。 

 

Ｑ２ 押印した請求書等を電子メールで提出できますか。 

Ａ２ 押印されていても提出できます。 

 

Ｑ3 委任状は電子メールで提出できますか。 

Ａ３ 委任状は提出できません。 

 

 

提出方法について 

Ｑ１ 電子メールでどのように提出すればいいですか。 

Ａ１ 請求書等をＰＤＦデータ（ファイル容量は1ＭＢまで）にして、メールに添付して担当係へ送

信してください。 

ただし、初めて送信される場合は事前に請求書等を提出する担当係にご連絡ください。 

 

Ｑ２ ＦＡＸで提出できますか。 

Ａ２ ＦＡＸによる提出はできません。 

 

Ｑ３ 押印のない請求書等を郵送や持参で提出できますか。 

Ａ３ できます。ただし、必要に応じて発行元を確認させていただきます。 

 

 

押印を省略した場合の記載について 

Ｑ１ 押印を省略した場合、請求書等の記載事項に追記はありますか。 

Ａ１ 追記は必要ありません。 

 

Ｑ２ 請求書や見積書が２枚以上にわたる場合に、割印も省略できますか。 

Ａ２ 割印は省略できますが、省略する場合は、通番を入れ、各葉が一連であることが分かるよう

にしてください。 


